
 

平成１８年３月 

内 閣 府 

 

「平成十二年から平成十六年までの間の火山現象による東京都三宅村
の区域に係る災害についての激甚災害の指定及びこれに対し適用すべ
き措置の指定に関する政令の一部を改正する政令案」について 
 
Ⅰ 概要 
 
平成１５年３月に「平成１２年から平成１４年までの間の三宅村の火山現象による

災害」を局地激甚災害に指定したが、平成１５年以降においても災害が継続している
ことから、平成１６年３月に災害期間を平成１５年まで延長し、平成１７年３月には
災害期間を平成１６年まで延長する措置をとった。 
その後、平成１７年においても災害が継続していることから、今回、災害期間をさ

らに１年間延長し、平成１７年までとする。 
また、森林に係る被害見込額等が局地激甚災害指定基準に達したため、森林災害復

旧事業に対する補助の措置を新たに適用する。 
 
過去の同様の例として、「平成３年から平成５年までの間の火山噴火による長
崎県島原市及び南高来郡深江町の区域に係る災害についての激甚災害の指定
並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令」（平成６年３月２日政
令第２９号）がある。最終的に平成７年まで災害期間を延長した。 

 
 
Ⅱ 指定基準 
 
今回適用する措置に係る局地激甚災害指定基準は以下のとおりである。 
激甚法 

適用条項  
適用措置 指 定 基 準 

第２章 

（第３条）

（第４条）

公共土木施設災害

復旧事業等に関す

る特別の財政援助 

 
           ＞ 
 
 
（査定事業費が１千万円未満のものを除く。） 
この基準に該当する市町村ごとの査定事業費を合算
した額がおおむね１億円未満である場合を除く。 

第５条 農地等の災害復

旧事業等に係る

補助の特別措置 

 
           ＞ 
 
 
（災害復旧事業に要する経費が１千万円未満のものを除く。） 
ただし、当該経費の合算額がおおむね 5 千万円未満で
ある場合を除く。 

３月 ６日 事務次官等会議 

３月 ７日 閣議 

３月１０日 公布（予定） 

当該市町村が負担する
公共施設災害復旧事業
費等の査定事業額 

当該市町村の標準税収入
×50％ 

当該市町村が負担する
公共施設災害復旧事業
費等の査定事業額 

当該市町村の農業所得推
定額×10％ 



激甚法 
適用条項  

適用措置 指 定 基 準 

第 11 条

の２ 

森林災害復旧事

業に対する補助 

 
           ＞ 
 
 
（林業被害見込額が当該年度の全国生産林業所得（木材生産
部門）推定額のおおむね 0.05％未満のものを除く。） 
 
かつ 
 
            ＞ 
 
                ･･････の市町村が 1以上 

第 24 条 小災害債に係る

元利償還金の基

準財政需要額へ

の算入等 

第 2 章（第 3 条及び第 4 条）又は第 5 条の措置が適用
される場合。 

激甚法：激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「法」という。） 

 
Ⅲ 適用すべき措置の概要 
 

（１） 公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助（法第２章） 

公共土木施設等の災害復旧事業について公共土木施設災害復旧事業費国庫

負担法等の根拠法令等（以下「負担法等」という。）に基づく通常の国庫補助

のかさ上げを行う。    （70％→84％（全体平均、過去５年間の実績）） 

 
（２） 農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置（法第５条） 

農地、農業用施設及び林道の災害復旧事業等について農林水産業施設災害復

旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律（以下「暫定法」という。）等に基

づく通常の国庫補助のかさ上げを行う。 

（84％→93％（農地、過去５年間の実績）） 

 

（３） 森林災害復旧事業に対する補助の特例（法第１１条の２） 

激甚災害を受けた森林の被害額及び被害面積が一定以上の市町村の区域に

おいて都道府県、市町村、森林組合等が森林を復旧するために行う被害木等

の伐採、搬出、被害木等の伐採跡地における造林等の森林災害復旧事業につ

いて、国が当該事業費の１／２を補助する。 

都道府県の行う事業に対し     １/２ 
都道府県以外の者が行う事業に対し ２/３（都道府県１/６、国１/２） 

 

（４） 小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等（法第２４条） 

    公共土木施設、公立学校施設、農地、農業用施設及び林道に係る災害復旧事

業で、負担法等及び暫定法の適用を受けない小災害の復旧事業費に充てるため

発行が許可された地方債に係る元利償還金を基準財政需要額に算入する。 

当該市町村内の林業被
害見込額（樹木に係る
もの） 

当該市町村に係る生産林
業所得（木材生産部門）
推定額×1.5 倍 

要復旧見込面積 
当該市町村の民有林面
積（人工林に係るもの）
×25％ 
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